
年次報告にあたって 

 

 私たち一人ひとりが性別にかかわらず、自立した個人として、その能力と個性を十

分に発揮することができる男女共同参画社会は、三重県が目指す「県民の皆さんが主

役となって、それぞれの思いをもとに、主体的に自らの住む地域をつくっていくこと

のできる『地域主権の社会』」の基礎となるものです。 

 

 平成11年に男女共同参画社会基本法が公布・施行された後、三重県では、平成12

年に「三重県男女共同参画推進条例」を制定し、平成14年には、具体的な施策の方向

性を明らかにする「三重県男女共同参画基本計画」を策定し取組を進めてきました。 

その後、法制度や社会情勢が大きく変化する中で、今後の取組方向を明確にするた

め、平成19年3月には基本計画の改訂を行うとともに、その計画を着実に推進するた

め同年10月に「第三次実施計画（計画期間：平成19～22年度）」を策定しました。 

 この「第三次実施計画」は、県の総合計画「県民しあわせプラン・第二次戦略計画

（計画期間：平成19～22年度）」との整合をはかりながら推進することとしており、

現在、この実施計画のもと、女性のチャレンジ支援や市町との連携強化など、男女共

同参画社会の実現に向けた、さらなる取組を進めているところです。 

 

この度、作成した年次報告は、基本計画に基づく平成21年度の男女共同参画施策の

実施状況について、広く県民の皆さんに公表するものです。この中には、三重県男女

共同参画審議会が外部的な視点で実施した施策の評価と80項目の提言をあわせて掲

載しています。 

三重県男女共同参画基本計画も最終年度を迎え、平成22年度中には「第２次三重県

男女共同参画基本計画」を策定する予定です。この計画では、社会経済環境の変化や、

これまで取り組んできた成果と課題を踏まえ、審議会や県民の皆さんのご意見をいた

だきながら、今後の基本的な方向性を明らかにすることとしています。 

  

本報告によって、県民の皆さんをはじめ各種団体や事業者の皆さん、市町等が、三

重県における男女共同参画の現状や県の施策に関する理解と関心を深めていただき、

男女共同参画社会の実現に向けた取組を積極的に推進されることを期待します。 
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